
線路敷水面・認定外道路（水路敷含む）
（現状で形態、幅員があり、売り払いの可能性がないものに限る）
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公園（児童遊園は除く）
（駅舎等の敷地に面する場合または高架の場合は別途）
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令和3年4月1日から適用

備考

参考：通達集P.1143

線路敷きに係る敷地の斜線

（回答）

制限の取り扱いについて

建設省東住街発第1164号

昭和４６年１１月１９日

参考：通達集P.1143

線路敷きに係る敷地の斜線

（回答）

制限の取り扱いについて

建設省東住街発第1164号

昭和４６年１１月１９日

参考：通達集P.1143

線路敷きに係る敷地の斜線
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道路、水面、公園、線路敷の緩和について（別図）

道路の中心線 水路の中心線

水路の中心線

公園の中心線

公園の中心線

線路の中心線

線路の中心線

（道路＋水面） （道路＋公園） （道路＋線路）

場合は別途相談

※線路上空に高架がある

場合は別途相談

※線路上空に高架がある

場合は別途相談

※線路上空に高架がある



（駅舎の敷地の場合は除く、高架の場合は別途）

線路敷
（現状で形態、幅員があり、売り払いの可能性がないものに限る）
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令第１３５条の３

法第５８条

高度地区（北側斜線）

日影規制
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令和3年4月1日から適用

参考：通達集P.1143

線路敷きに係る敷地の斜線

（回答）

制限の取り扱いについて

建設省東住街発第1164号

昭和４６年１１月１９日

備考

参考：通達集P.1143

線路敷きに係る敷地の斜線

（回答）

制限の取り扱いについて

建設省東住街発第1164号

昭和４６年１１月１９日

参考：通達集P.1143

線路敷きに係る敷地の斜線

（回答）

制限の取り扱いについて

建設省東住街発第1164号

昭和４６年１１月１９日

隣地斜線の適用無し
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道路、水面、公園、線路敷の緩和について（別図）

場合は別途相談

※線路上空に高架がある
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※都市公園法施行令第2条第1項第一号に規定する
都市公園を除く



線路敷
（駅舎の敷地の場合は除く、高架の場合は別途）

公園（児童遊園は除く）水面・認定外道路（水路敷含む）
（現状で形態、幅員があり、売り払いの可能性がないものに限る）

日影規制

法５６条の２
（幅10ｍ超）

道路 備考

参考：通達集P.1143

線路敷きに係る敷地の斜線

（回答）

制限の取り扱いについて

建設省東住街発第1164号

昭和４６年１１月１９日

令和3年4月1日から適用
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道路、水面、公園、線路敷の緩和について（別図）

場合は別途相談

※線路上空に高架がある


